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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「限りない創造 社会への奉仕」という「社是」の下に、それを具体化した「経営理念」を掲げ、社会・株主・顧客・仕入先・従業員等のあら

ゆるステークホルダーに信頼され、大きな環境変化に柔軟かつ迅速に対応し、世界のお客様へ「安心」「安全」「快適」をお届けするグローバルカン
パニーをめざしております。

　その実現のためには、企業経営の健全性と効率性の確保をねらいとしたコーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の最重要課題と認識し
ており、環境変化に的確に対応できる組織体制および公正かつ透明性のある経営システムを構築・維持することに努めております。

　また、当社は金融庁・東京証券取引所が策定した「コーポレートガバナンス・コード」の理念や原則の趣旨・精神を踏まえた様々な施策を自律的
に実践することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コード(2018年6月1日改訂)の各原則について全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

＜政策保有に関する方針＞

・中長期の視点から当社への経済的な波及効果を勘案し、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの信頼関係や取引関係の維持・強化、地域
社会との関係の維持などの観点から、銘柄を総合的に検討のうえ、政策的に必要と判断する銘柄については保有していく方針です。

＜保有適否の検証＞

・個別銘柄ごとに、取引関係の維持・強化、サプライチェーンの安定確保等の定性的な観点や、取引状況ならびに投資利回り（配当）等の定量的
な観点も踏まえ精査し、保有の適否を毎年の取締役会にて検証します。

・保有の意義や便益が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、適宜縮減を図って参ります。

＜議決権行使の基準＞

・政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、議案毎に、発行会社の中長期的な企業価値を高め、持続的成長に資するかどうか等を総合的に
判断し議決権行使を行います。社会的不祥事が発生するなどコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念が生じている企業や業績の著しい悪化が
一定期間継続している企業の取締役・監査役選任議案や役員報酬に関する議案、合併等の組織再編提案など企業価値や株主利益に大きな影
響を与える議案については、企業価値向上に向けた考え方等を当該企業に確認した上で議決権行使を行います。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

・当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会は、会社法の規定に基づき、監視（事前承認および結果確認）を行っております。

・当社が主要株主等と取引を行う場合には、所定の基準に基づき、取引の重要性の高いものについて、関係部署間で十分協議のうえ、事前の承
認を行っております。なお、取引条件については、第三者との取引と同様の条件で決定しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

・当社における企業年金の積立金の運用は、豊田合成企業年金基金により行われております。当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安
定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、財務、人事部門から必要な専門性を有した人材を派遣するとともに、毎
月開催される資産運用委員会を通じて、運営機関をモニタリングしております。

【原則３－１　情報開示の充実】

・当社は、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するために、情報開示の充実について以下のよう
に取り組んでおります。

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

・当社は、社是「限りない創造 社会への奉仕」の下に、それを具体化した「経営理念」（①社会への貢献、②適正な事業活動、③持続的な成長、④

お客様の満足、⑤地球環境・資源の保全、⑥人間性の尊重）を策定しており、様々なステークホルダーとの適切な協働を通して、会社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。また、事業環境の激変に対応し、将来にわたる持続的成長を実現するための中長期経営計
画として「2025事業計画」を策定しております。これらは、当社ウェブサイト（https://www.toyoda-gosei.co.jp/kigyou/gaiyou/）に掲載しております。

・目指す姿に「大きな環境変化に柔軟かつ迅速に対応し、世界のお客様へ安心・安全・快適をお届けするグローバルカンパニー」を掲げ、その実現
に向けて、活動の3本柱を「イノベーション・新モビリティへの挑戦」「伸びる市場・伸ばせる分野へ重点戦略」「生産現場のモノづくり革新」と定めまし
た。自動運転・電動化などの進展に対応した新製品の開発や、新技術の事業化、エアバッグなどの事業成長などを通して、2025年度の経営目標
である売上収益1兆円以上、営業利益率8％、ROE10%の達成を目指します。

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

・本報告書Ⅰ-1.の「基本的な考え方」に記載しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

【方針】



・役員報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブ等として適切なものであるべきとの考え方に基づき、固定報酬である「月額報酬」と、業
績連動報酬である「現金賞与」（短期インセンティブ）および「株式報酬」（長期インセンティブ）で構成しております。

報酬等の種類ごとの比率は、月額報酬70%：現金賞与20%：株式報酬10%程度となるよう設定しております。

・月額報酬は、職責や経験、および他社の動向を反映させた固定報酬としております。

・現金賞与は、各期の連結営業利益をベースに、年度計画達成状況、従業員の賞与水準、他社動向、中長期業績、過去の支給実績およびＥＳＧ
経営貢献度なども総合的に勘案して決定しております。

・株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして位置付けるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、
譲渡制限付株式報酬を導入しています。

・取締役の月額報酬と賞与の報酬総額は、年額6億5千万円以内（うち社外取締役分 年額6千5百万

円以内）、社外取締役を除く取締役の譲渡制限付株式の報酬総額は、年額1億円以内と、

いずれも2020年6月12日定時株主総会で決議されております。

なお、社外取締役・監査役は独立した立場で経営の監督、監視を担うため固定の月額報酬のみとしております。

【手続き】

・2019年に設置した社外取締役が過半数を占める「役員報酬委員会」において公正かつ透明な審査・答申を経たのち、株主総会の決議により定
めた範囲内で、取締役会の委任決議に基づき取締役会議長　宮﨑直樹（取締役）が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
なお、2020年3月、当該委員会の議長を社外取締役に変更し、透明性と客観性をより一層高めております。

役員報酬委員会においては、社外取締役より各役員の環境貢献度度合いの報酬への反映必要性など、インセンティブを更に高めるための意見
が出され、方針へ反映されました。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

【方針】

・経営陣幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が出来るこ
と、各個人として人望があり、法令および企業倫理の順守に徹する見識を有することを基準として、総合的に選任・指名しております。

・監査役候補については財務・会計や法務に関する知見、当社事業に関する知識など、企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、
適材適所の観点より総合的に指名しております。

・経営陣幹部、取締役候補者に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は解任手続きを行うこととしております。

【手続き】

・2019年に設置した社外取締役が過半数を占める「役員人事委員会」において審査・答申を経たのち、取締役会の決議を経て株主総会決議にて
決定します。なお、2020年3月、当該委員会の議長を社外取締役に変更し、透明性と客観性をより一層高めております。

（ⅴ）取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

・取締役・監査役候補者の経歴、及び候補者の選任理由については当社ウェブサイト株主総会招集通知に記載しております。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（1）】

補充原則４－１①

・取締役会は、「取締役会規則」その他の社内規定を整備し、取締役会が判断・決定すべき事項と経営陣が判断・決定すべき事項を明確化してお
ります。

・重要な業務執行以外については、その取引の規模や性質などを鑑み、経営陣に権限を付与しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

・独立社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。上場の各金
融商品取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するため
の基準としております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則４－１１①】

＜全体のバランス、多様性、規模に関する考え方＞

・取締役会は、取締役の選任について、会社の各機能と各事業領域をカバーできるバランス、的確かつ迅速な意思決定のための適材適所の観点
などを総合的に考慮し、多様性にも配慮するよう努めております。

・なお、社外取締役を含む取締役９名を選任しており、的確かつ迅速な意思決定のためには適切な規模と考えております。

＜取締役選任の方針・手続き＞

・原則３－１（ⅳ）に記載しております。

【補充原則４－１１②】

・事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。

【補充原則４－１１③】

・当社は、取締役会の実効性向上のために、取締役会構成員に対し、毎年ヒアリングを行っております。2020年度におきましても全取締役9名、全
監査役5名に対してヒアリングを行い、実効性の検証を行いました。その結果、各項目について概ね適切であり、実効性は確保されているものと判
断しておりますが、主に社外取締役より更なる実効性の向上をはかるべく、以下のとおりご意見、ご要望がありました。

　取締役会の役割、責務については、人員、専門性の構成などが適切であるとの評価がされましたが、今後の成長戦略実現のために取締役の更
なる多様性確保に努めるべきであるとの意見が出されました。

　取締役会における審議については、特に社外役員より、発言のしやすさや活発な議論について高い評価がされた一方、カーボンニュートラルな
どの将来戦略やリスクへの対応については議論を更に充実させていく必要がある旨の意見が出されました。

　社外役員への支援については、社外役員連絡会(1回/月)と称した経営課題、各事業領域の事業環境や課題を理解いただく場に対して高い評価
が得られましたので、事業所視察など一層理解を深める活動を推進致します。

　今回提起されたこれらの課題、要望に対し、改善を進め、更なる実効性の向上に努めて参ります。

【原則４－１４②　取締役・監査役のトレーニング】

・取締役および監査役には、求められる役割と責務（法的責任を含む）を十分に果たし、当社の事業、財務、組織等を熟知した人物を選任するとと



もに、継続的に研修の機会を設けております。

・取締役については、会社法および時々の情勢に適した内容で社内外の講師による講習会を受講し、また社外セミナーに参加する機会を設け、知
識の習得および取締役の役割と責任の理解促進に努めております。

・監査役については、社内外の講師による講習会を受講し、また、社外セミナーに参加する機会を設け、必要知識の習得および監査役の役割と責
任の理解促進に努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

・株主・投資家の皆様との対話については、総合戦略本部長が統括し、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を実施
しております。

・対話をサポートする社内の関連部署は、建設的な対話の実現に向け、対話の機会のプランニングや必要な情報の共有など、連携を取りながら
対応できる体制を整えております。

・対話の手段として、機関投資家向け決算説明会や小規模の説明会（スモールミーティング）、機関投資家向け施設見学会、機関投資家を直接訪
問する投資家訪問やESG説明会、個人投資家向けに定期的な説明会等を実施しております。これらには、社長および総合戦略本部長、経理部門
の役員や責任者、関係する部門の役員や責任者、社外取締役が、対話目的に合わせて参加しております。これらの機会を通じて得た、株主・投
資家の皆様からの意見・要望などを当社の経営に活かすとともに、対話の機会の更なる充実を図ってまいります。

・対話において把握した皆様の意見・要望などについては、必要に応じ経営陣および関連部門へフィードバックし、情報の共有を行っております。

・当社ディスクロージャーポリシーに記載の通り、決算発表前の期間は、サイレント期間として株主・投資家の皆様との対話を制限するとともに、社
内の情報管理の徹底をはかっております。また、社内にインサイダー情報が発生する際には、当該インサイダー情報の管理を行い、情報管理の
徹底を図っております。当社ディスクロージャーポリシーは、当社ウェブサイト（https://www.toyoda-gosei.co.jp/ir/disclosurepolicy/）に掲載しており
ます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社 55,459,486 42.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,793,500 6.79

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5,246,500 4.05

株式会社三井住友銀行 5,049,402 3.89

日本生命保険相互会社 1,592,615 1.23

第一生命保険株式会社 1,535,390 1.18

豊田合成従業員持株会 1,423,554 1.09

株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 1,191,300 0.92

大栄産業株式会社 1,041,289 0.80

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1,035,804 0.80

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 その他の取締役

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

土屋　総二郎 他の会社の出身者 △

山家　公雄 他の会社の出身者

松本 真由美 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

土屋　総二郎 ○

同氏は、2013年6月まで株式会社デンソー
の業務執行者でした。同氏が同社業務執
行者（取締役副社長）を退任し8年が経過
しております。当社は同社と取引関係があ
りますが、取引額は当社の売上高の0.1%
未満です。

株式会社デンソーの取締役として経営に携
わっていた経験、および同社をはじめとした企
業・団体で長年にわたり培われたモノづくり全
般に関する見識を有しており、その豊富な経験
と高い見識に基づき、当社の経営に対する監
督および助言を行っていただくため。

なお、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。



山家　公雄 ○
エネルギー戦略研究所株式会社取締役
研究所長

政策金融を中心とした財務・事業審査分野およ
び環境・エネルギー分野に携わってきた経験を
有しており、その豊富な経験と高い見識に基づ
き、当社の経営に対する監督および助言を行っ
ていただくため。

なお、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。

松本 真由美 ○
東京大学教養学部附属教養教育高度化
機構客員准教授

報道番組のキャスターおよび研究者として広く
社会問題や環境・エネルギー分野に携わって
きた経験を有しており、その豊富な経験と高い
見識に基づき、当社の経営に対する監督およ
び助言を行っていただくため。

なお、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員人事委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

役員報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　　

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 8 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人および内部監査部門は、それぞれの監査の体制、監査方針、監査計画、実施状況、監査結果等について、定例的に会合を
持つとともに、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化をはかり、連携して効率的かつ効果的な監査を進めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

加古　慈 他の会社の出身者 ○ ○

葉玉　匡美 弁護士 ○

三宅　英臣 他の会社の出身者 △



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

加古　慈 　 ―――

トヨタ自動車株式会社において車両開発部門・
材料開発部門を中心とした経験に加え、常務
役員として経営に携わった経験を有しており、
その豊富な経験と高い見識を当社の監査に反
映していただくため。

葉玉　匡美 ○

同氏は、当社と取引実績のあるTMI総合
法律事務所のパートナー弁護士ですが、
当社は同事務所との間で顧問契約は締
結しておりません。また、当社と同事務所
との取引額は過去5ヵ年平均で年約250万
円と僅少です。

法曹界における豊富な経験と高い見識を当社
の監査に反映していただくため。

なお、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。

三宅　英臣 ○

同氏は、2016年6月まで豊田鉄工株式会
社の業務執行者でした。同氏が同社業務
執行者（取締役会長）を退任し5年が経過
しております。当社は同社と取引関係があ
りますが、取引額は当社の売上高の0.1%
未満です。

経営者としての豊富な経験と高い見識を当社
の監査に反映していただくため。

なお、独立役員の要件を満たしており、一般株
主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し
たため、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役への報酬の考え方は、本報告書I-１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則　３－１　情報開示の充
実】（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に記載のとおり、当社の社外取締役を除くすべての取締役の
報酬は、月額報酬（固定報酬）：現金賞与（短期インセンティブ）：株式報酬（長期インセンティブ）の割合が、概ね70%：20%：10%程度となるよう設定し
ております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書に取締役報酬の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書I-１．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則　３－１　情報開示の充実】（ⅲ）取締役会が経営陣幹
部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に記載のとおりです。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役に対して、取締役会上程議案の重要事項につき事前説明を実施しております。また、監査役の職務を補助する専任
組織として監査役室を設置し、監査役の職務を補助しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

＜現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要および当該体制を採用する理由＞

　当社は、監査役制度を採用しており、法定の機関として、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人を備えており、併せて、内部監査をはじめ
とする内部統制システムを整備・運用しております。

　取締役会は、取締役９名で構成され、毎月定期的に行われる取締役会（必要に応じて臨時取締役会）において、法定で定められた事項や経営に
関する重要事項の報告・審議・決議がされております。

　また、執行役員制度を導入しており、意思決定と業務執行のスピードアップを図っております。経営の重要な事項については、経営会議を毎月開
催し、さらに技術・原価・人事などの主要機能に関する機能会議体および各種委員会を適宜開催し、的確な経営判断を行っております。

　監査役会は、監査役５名で構成され、監査役会を定期的に開催するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や各部門・子会社の
監査を通して経営監視の機能を果たしており、外部監査人である会計監査人による監査機能とあわせ、独立かつ公正な監査体制を確保しており
ます。

これらの機関設計に基づき、監査・監督・執行を連携して機能させ、会社の意思決定、業務執行の適法性と効率性が十分に担保されていることか
ら、現在の体制を採用しております。

＜監査役の機能強化＞

　監査役監査については、その実効性を高めるため、監査に関する基本的事項などを定めた監査役監査基準を制定し、当該基準に基づき実施し
ております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、当社および子会社に対し、調査・ヒアリングを実施し、また、取締役会、
経営会議などの重要な会議体・各種委員会へ積極的に出席するほか、取締役等から事業の報告の聴取、決裁書類等重要な書類の閲覧、事業所
や子会社の往査等、適法性の確保、適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然防止の観点より、取締役の職務の執行を監査しております。
なお、監査役監査を補助する専属の部署を設置し、監査役監査をより実効的に行える体制を整えております。

＜内部監査＞

　内部監査部門である監査部を設置し、期首に経営者に承認された内部監査計画に基づき、経営目標の達成とともに不正・誤謬の予防を図ること
をねらいに、適法性と合理性の観点から業務全般にわたる内部監査を実施しております。また、各機能部門は、それぞれの機能に応じた内部統
制を整備しており、監査部による内部監査はその整備状況および運用状況に対する監査を含んでおります。

　内部監査の結果は監査部担当本部長を経由し経営者に報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計
画および改善結果を確認することにより、内部監査の実効性を高めております。また、内部監査計画は監査役との意見交換を通じて作成するとと
もに、内部監査の実施状況、監査結果については随時、監査役に報告し、情報の共有化を図っております。

＜責任限定契約＞

　当社は、取締役および監査役が本来なすべき職務の執行をより円滑に行うことができるよう、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会
の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の賠償責任を法令の限度
において免除できる旨を定款で定めております。

また、当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する金額であります。

当該責任限定が認められるのは、当該取締役および監査役が責任の原因となった職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合におい
て、責任の原因となった事実の内容、当該取締役および監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認められる場合に限ら
れます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記のとおり、経営監督体制が充分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会においては、法定期限前に「株主総会招集ご通知」の書面を発送するととも
に、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、「株主総
会招集ご通知」に記載の情報をTDnetや当社ウェブサイトで電子的に公表しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日および準集中日を回避して開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ウェブサイトおよび議決権電子行使プラットフォームにて、招集通知の英文を掲載し
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
・「投資家の皆様に対するディスクロージャーポリシー」を策定し、当社ウェブサ
イトに掲載しております。

　https://www.toyoda-gosei.co.jp/ir/disclosurepolicy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
・2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン説明会を1回
実施しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

・定期的な説明会とそれに準じる活動として、以下のような内容を実施しており
ます。

- 社長および関係する役員が説明を行う機関投資家向け決算説明会を年4回

実施。

- 社長および関係する役員を説明者とする小規模の説明会（スモールミーティ

ング）を適宜実施。

- 機関投資家をIR担当者が直接訪問する、投資家訪問を実施。

- 当社が主催する機関投資家向け施設見学会を年1回開催。

- 海外拠点でのIR取材を年2回程度対応。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
・海外投資家向けのIRイベントに年2回参加しております。また、本社でのIR取
材を機関投資家の要望に合わせて実施しております。

なし

IR資料のホームページ掲載

・当社ウェブサイトにて、決算説明会資料、決算短信などの業績情報の掲載に
加え、当社事業・製品・SDGsの位置づけとESGの取組を分かり易く説明してお
ります。

・また、当社ウェブサイトでは、決算説明会のプレゼンテーションの動画配信
や、IR最新情報のメール配信サービスの登録も受付ております。

・財務担当役員メッセージとして、当社の資本コストについての考え方や、財務
方針についても記載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
・経営企画部　サステナビリティ・IR室を主管部署として、担当管理職2名（専任
１名）、担当者2名（専任）を設置。その他関連部門も必要に応じてIR活動に参
加する体制を整えております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

・当社は、社是「限りない創造 社会への奉仕」の下に、それを具体化した「経営理念」（①社

会への貢献、②適正な事業活動、③持続的な成長、④お客様の満足、⑤地球環境・資源
の保全、⑥人間性の尊重）を策定しており、様々なステークホルダーとの適切な協働を通し
て、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。

・「経営理念」を補完するものとして「豊田合成グループ行動憲章」および「豊田合成行動倫
理ガイド」を策定し、「企業の社会的責任、会社と社員の関係、会社の事業活動、社会との
関係、私的行為」という5つの観点から、共有すべき倫理規範・価値観と具体的な行動の手
引きを示し、全社員および国内外グループ会社に徹底することで、ステークホルダーとの適
切な協働やその利益の尊重に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、事業活動を通じてより良い社会づくりとサステナブルな世界の実現に貢献し、顧
客・株主・従業員・地域社会といったステークホルダーの皆様からの期待に応えていきま
す。取り組みの結果は「豊田合成レポート」にて公開しております。https://www.toyoda-
gosei.co.jp/csr/dl/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

社会から信頼される企業として、積極的かつ公平な情報開示と対話を方針として策定して
います。（前述「豊田合成グループ行動憲章」「豊田合成行動倫理ガイド」「豊田合成レポー
ト」の中で策定）

その他

＜ダイバーシティの促進について＞

・当社は、社員一人ひとりが持つ「多様な個性」を尊重し、企業の成長と社員一人ひとりの
成長につなげていくという考え方を基本としております。人種・国籍・性別・年齢・障がいの
有無等にとらわれることなく、従業員の多様性を受容し、幅広い人材が活躍できる企業風
土づくりを積極的に推進しております。

・障がい者の雇用を積極的に行っております。「障がい者雇用推進委員会」を主体に、採
用・配属・教育・職場定着・啓発を実施。障がい者が従事できる仕事を明確化し、計画的に
採用・配属を行うことで、2020年度は123名の障がい者を雇用し（2021年1月1日現在）、雇
用率は目標（法定雇用率2.3%）を超える2.42%に達しております。

・「定年後再雇用制度」により、定年後でも安心して働ける環境を整えています。再雇用後
も多くの方が高い技術力・技能と経験を活かし、活躍しています。また、短日・短時間勤務
を拡充し、ワークライフバランスのとれた働き方が実現できるよう支援をしています。

＜女性の活躍の方針・取り組みについて＞

・女性の活躍促進に向けて、①女性の育成・活躍支援、②上司の意識行動改革、③職場
風土づくりを3本柱として取り組んでおります。例えば、上司の意識行動改革の取り組みで
は、「管理職の有志メンバーで構成される研究会」を開催し、マネジメント上の課題に関す
る対応策の紹介や各職場の困りごとを共有・議論するなど、女性がより活躍できる職場づく
りに取り組んでいます。

・今後も活動を促進し、2025年までに(1)女性管理職数を40名以上、(2)新卒（事技職）の女
性採用比率を20%以上とすることを目指します。女性管理職数の増加も目指して、育児休
業等で活躍の機会が遅れてしまった方を対象として、成長を促進するためのチャレンジプ
ログラム（研修とOJT）を実施しています。

＜仕事と家庭の両立支援＞

・仕事と育児の両立のために職場環境の整備や育児休業制度の充実を図っており、「育児
デー」「祝日社内託児」の実施や、育児休業取得者・予定者、及び配偶者を対象とした「は
たらくママパパ交流会」の開催などを行っております。また、介護支援のために短時間勤務
や介護休暇、介護特別勤務免除などの制度の充実を図っています。

・これらの取り組みにより、厚生労働省から「子育てサポート企業」として認定されました。
今後も、育児・介護の支援制度が利用しやすい職場環境づくりのための啓発と、継続的な
支援と施策の充実を行います。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、会社法の規定に基づき「内部統制の整備に関する基本方針」を策定し、これに沿って重要事項の審議、業務執行状況のチェック、リスク
管理、コンプライアンス、内部監査等を含む内部統制システムを整備することで、業務の適正を確保するための体制の構築と運用に努めておりま
す。内部統制の整備・運用状況については、毎年取締役会でその内容を確認し、運用状況をふまえて内部統制システムの更なる改善および強化
に継続的に取り組んでおります。

＜内部統制の整備に関する基本方針＞

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　①取締役に必要な法令知識などに関する研修を通じて、取締役が法令および定款に適合した行動をとることを徹底します。

　②業務執行にあたっては、取締役会および組織横断的な各種会議体で、総合的に検討した上で意思決定を行います。また、これらの

　　会議体への付議事項を定めた規程に基づき、適切に付議します。

　③「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、法令および企業倫理遵守に向けた対応を審議し、決定します。また、組織横断的な各種

　　会議体で、各機能におけるリスクの把握および対応について適正な意思決定を行います。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程および法令に基づき、各担当部署が適切な保存および管理を行います。

３．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　①安全、品質、環境など各種リスクについては、各担当部署が規程および要領を制定し、必要に応じて運用状況を評価した上で対策を

　　実施するなど、適切な管理を行います。

　②安全、品質、環境など危機管理に関するガイドラインを子会社に展開し、必要に応じ助言を行います。

　③資金の流れや管理の体制を文書化するなど、当社および子会社の適正な財務報告の確保に取り組むほか、適時適正な情報開示を

　　行います。

　④災害などの発生に備え、事業継続計画の整備や訓練を実施します。また、必要に応じて保険付保を行うなどリスク分散を図ります。

４．当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　①中長期の経営方針および年度毎の会社方針を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行います。

　②取締役は、会社方針を基に、執行役員を指揮監督するとともに、機動的な意思決定を行います。執行役員は、取締役の指揮監督に

　　 基づき機動的に業務を執行します。

　③当社および子会社は、規定により業務執行の権限および責任を明確にし、それに基づき業務および予算の執行を行います。重要

　　案件については取締役会や各種会議体への付議基準に基づき、適切に付議します。

　④子会社を管理する担当部署を置くとともに、子会社の経営の自主性を尊重しつつ、当社および子会社の業務の整合性の確保と

　　効率的な遂行を図るため、事前承認報告制度を整備し、運用します。

５．当社の使用人ならびに子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　①当社および子会社は、各組織の業務分掌、職務権限を明確にするとともに、行動憲章、行動倫理ガイドなどのコンプライアンス行動

　　指針を定め、階層別教育などを通し、全社員に徹底します。

　②当社および子会社の機能主管部署は、主管する業務の規程および要領を制定し、展開するとともに、点検を行うなど実効性を確保

　　します。また、当社および子会社の内部監査部署は、その状況を定期的に確認します。

　③当社および子会社にコンプライアンス担当組織を設置し、法令遵守などに関する情報提供などを行い、当社および子会社の

　　コンプライアンス意識の醸成を図ります。

　④当社および子会社は、社内外にコンプライアンスに関わる相談窓口を設置するなど、早期に情報を把握し、解決を図ります。

６．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　①子会社から定期的に、また随時事業の報告を受けます。

　②定期的に当社および子会社の代表が集まる場を設け、子会社から直接報告を受けるとともに、各種情報の共有化を進めます。

７．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　①子会社と経営理念を共有するとともに、共通の行動憲章を定め、子会社に展開することで、当社および子会社の健全な内部統制

　　環境の醸成を図ります。

　②重要な子会社には非常勤取締役、監査役を派遣することで、子会社および子会社との業務執行を監視するとともに牽制します。

　

８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項　

　①監査役の職務を補助する使用人は、常勤監査役との協議により、必要とする人数を設置します。また、監査役の職務を補助する

　　使用人は、監査役の指示に従い、監査役監査に必要な調査を補助します。

　②内部監査部署および機能主管部署は、必要に応じ監査役と連携して、当社および子会社の機能監査を実施し、結果を監査役に

　　報告します。また、必要に応じ監査役監査の調査を補助します。　

９．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　 監査役の職務を補助する使用人については、監査役の下に設置する専任部署に所属します。その使用人の人事（異動、考課、

　処遇など）は、常勤監査役との協議により決定します。

１０．監査役の第８号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　監査役の職務を補助する使用人は、取締役、執行役員、使用人の指揮命令を受けないものとします。

１１．当社および子会社の取締役等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　①取締役は、主な業務執行について、担当部署を通じて随時適切に監査役に報告するほか、当社および子会社に著しい損害を及ぼす

　　おそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告します。

　②当社および子会社の役職員は、監査役の求めに応じ、定期的に、また随時監査役に事業の報告を行います。



１２．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　①監査役へ報告を行った取締役、執行役員、使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止します。

　②監査役へ報告を行った子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を子会社の

　　役職員に周知します。

１３．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に

　　係る方針に関する事項

　①監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担します。　

　②監査役は、必要に応じ、公認会計士、弁護士などに相談をすることができ、当社はその費用を負担します。

１４．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　①主要な会議体には監査役の出席を得るとともに、重要書類の閲覧の機会を確保します。

　②代表取締役、会計監査人、内部監査部署と監査役が定期的に意見交換する体制を確保します。

＜運用状況の概要＞

（１）内部統制システム全般

　当社は会社法の規定に基づき「内部統制の整備に関する基本方針」を策定し、これに沿って各種会議体での重要事項の審議、関連規程・要領
の制定と運用、コンプライアンスの徹底、リスク管理、内部監査等を含む内部統制システムを整備することで、当社およびグループ全体の業務の
適正を確保するための体制の構築と運用に努めております。また、取締役および執行役員に対し適宜法令遵守に関する研修を実施しておりま
す。

　基本方針の整備・運用状況につきましては、毎年取締役会でその内容を報告し、運用状況を踏まえて内部統制システムの更なる改善および強
化に継続的に取り組んでおります。

（２）コンプライアンス体制

　当社グループ共通の行動規範である「豊田合成グループ行動憲章」および各社独自の行動指針に基づき、当社グループ全体でコンプライアンス
の徹底を図っております。

　当社の具体的な方針や活動計画については、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」で審議・決定し、社内全部門および国
内・海外子会社に展開しており、企業活動全般について法令の遵守徹底および企業倫理の確立に努めております。また、当社では社内および社
外にコンプライアンス相談窓口を設置し、問題の早期発見とその解決措置に取り組んでおります。

（３）リスク管理体制

　経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止するとともに、万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、「コンプライアンス・リスク
管理委員会」を設置するとともに、組織横断的な各種会議体で各機能におけるリスクの把握および対応について意思決定を行っております。

　安全・品質・環境などにおける各種リスクについては、各担当部門が規程および要領を制定し、必要に応じて運用状況を評価した上で対策を実
施するなど、適切な管理を行っております。また、リスクに対する基本的事項を取りまとめた「危機管理対応ガイド」を制定し、想定されるリスクに対
する未然防止、および万一の場合に適切・迅速な行動をとるための対応事項を明記しております。

（４）当社グループ全体の経営管理

　当社は、グループ会社の健全な内部統制環境を整えるために、グループ各社と「経営理念」を共有するとともに、共通の行動規範である「豊田合
成グループ行動憲章」を定めております。

　子会社の経営の自主性を尊重しつつ、定期的に事業報告を受けるとともに、事前承認・報告制度を通じて、子会社の業務の適正性・適法性を確
認しております。また、重要な子会社には非常勤取締役、非常勤監査役を派遣することで、子会社の業務執行を監視および牽制しております。

（５）取締役の職務遂行

　「取締役会規則」に基づき、取締役会を毎月開催しているほか、適宜臨時に開催しております。取締役会は、社外取締役３名を含む取締役９名で
組織され、少人数で機動的に意思決定を実施しており、監査役も取締役会に出席しております。また、当社は執行役員制度を採用しており、毎月
の経営会議で取締役会の決議事項を執行役員に展開することにより、執行役員が機動的に業務を執行しております。

（６）監査役の職務遂行

　監査役会は社外監査役３名を含む監査役５名で組織され、監査役は、取締役会の他、主要な会議体に出席し、取締役の職務執行状況を監査・
監督しております。また、内部監査部門（監査部）および会計監査人と密接に情報交換・連携しております。加えて、監査役による監査の独立性・
実効性の向上と、監査業務の円滑化のため、監査役会直属の監査役室を設置し監査役の職務執行を補助しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、当社で働く全ての人々の行動指針として「豊田合成行動倫理ガイド」を制定しており、その中で「反社会的勢力排除」を明記し、

実践しております。

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞

　　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一線を画し毅然とした態度で臨み、そのような勢力とは、

　　たとえいかなる動機や理由があっても決して関係しません。

＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞

（1）対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況

　　本社に対応統括部署を設けるとともに、主要拠点ごとに対応責任者を決める等、全社的な体制を整備しております。

（2）外部の専門機関との連携状況

　　警察本部、所轄警察署との定期的な情報交換および当局が主催する連絡会等へ参画し、連携して対応しております。

（3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　　外部専門機関および有識者と連携して、反社会的勢力に関する最新情報を対応統括部署で収集・管理し、必要に応じ社内への

　　注意喚起等に活用しております。

（4）対応マニュアルの整備



　　不当要求行為等に関する対応方法についての事例集等を作成し、社内各部に配布しております。

（5）研修活動の実施状況

　①社内イントラネットを利用して、反社会的勢力に関する情報を提供しております。

　②外部専門機関が開催する反社会的勢力排除の講習やセミナーを受講する等、被害の未然防止に向けた

　　各種啓発活動を推進しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、当社で働く全ての人々の行動指針として「豊田合成行動倫理ガイド」を制定しており、その中で「幅広いステークホルダーへの積極的かつ
公正な企業情報の提供」を明記し、実践しております。

＜会社情報の管理、適時開示の体制＞

(1)当社は、「会社情報の適時開示規程」により、当社および子会社に関する情報の管理について定め、社内規定として、適時開示についての体
制および手続きを定めております。

(2)社内規定に基づき、情報の内容別に定められた開示対象情報管理部署からの連絡または経営会議資料および取締役会資料のチェックによ
り、適時開示主管部署（総務部）が情報を収集しております。

(3)適時開示主管部署および適時開示責任者（総務・人事本部長）は収集した情報について、上場証券取引所規則ならびに金融商品取引法をはじ
めとする関係法令、規則、ガイドライン等に基づき開示判断を行っております。

(4)上記判断に基づき開示が必要な場合は、取締役社長および常勤監査役への報告手続きを経て、適時迅速な開示を行っております。


